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－1－ 

令 和 ５ 年 度 宮 代 町 一 般 会 計 補 正 予 算（第５号） 

 

 

 

 令和５年度宮代町の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９７，０８５千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，１６０，９３８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

  令和６年２月２９日 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







（単位：千円）

款 事　　業　　名 金　　　　　額

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費
物価高騰対策支援金
追 加 給 付 事 業

267,5938 土 木 費 2 都 市 計 画 費
東 武 動 物 公 園 駅
東 口 周 辺 整 備 事 業

200

8 土 木 費 2 都 市 計 画 費
東 武 動 物 公 園 駅
西 口 周 辺 整 備 事 業

4,000

8 土 木 費 2 都 市 計 画 費 一般住宅耐震対策事業

107,9688 土 木 費 1 道 路 橋 り ょ う 費 都市計画道路整備事業

2 総 務 費 3
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

戸 籍 住 民 基 本
台 帳 管 理 事 業

社 会 福 祉 費

9,782

7,000

5,830児 童 福 祉 費

2,050

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費 2,000
新型コロナウイルス
ワ ク チ ン 接 種 事 業

第　 ２ 　表 　　　繰　越　明　許　費

項

3 民 生 費 2

3

1,6832 総 務 費 2 徴 税 費 町 民 税 事 業

物 価 高 騰 対 策
支 援 金 給 付 事 業

児 童 福 祉 対 策 事 業

民 生 費 1

22,1108 土 木 費 1 道 路 橋 り ょ う 費 橋 り ょ う 整 備 事 業
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第 ３ 表   地 方 債 補 正 

１ 追 加                                    （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 総合運動公園改修事業 1,900 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

年 5.0％以内 

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には
その債権者と協定するものによ
る。ただし、町財政の都合により据
置期間及び償還期間を短縮し、又
は繰上償還もしくは、低利に借換
えすることができる。 

 

２ 変 更                                    （単位：千円） 

起債の目的  
補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

1 
道路舗装

修繕事業 
12,500 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 5.0％以
内 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

2,100 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 5.0％以
内 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

2 

都市計画

道路整備

事 業 

40,000 同 上 同 上 同 上 6,000 同 上 同 上 同 上 

3 

橋りょう

維持管理

事 業 

15,100 同 上 同 上 同 上 10,900 同 上 同 上 同 上 

4 
橋りょう

整備事業 
28,800 同 上 同 上 同 上 19,800 同 上 同 上 同 上 
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令　和　５　年　度

宮代町一般会計補正予算（第５号）に関する説明書 

















































給　　与　　費　　明　　細　　書

２　一般職

（１）　総　括 （単位　千円）

　※ （　）内は、短時間勤務職員または会計年度任用職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間

　 当たりの通常の勤務時間に比し短いものについて外書きしている。

（単位　千円）

　※ 管理職手当等は、管理職員特別勤務手当を含むものとする。

ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位　千円）

　※ （　）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

（単位　千円）

（３）　職員手当の増減明細

千円 千円

その他の 給付実績による減 会計年度任用職員以外

増減分 超過勤務手当

区　　分
職員数
（人）

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共　済　費 合　　計 備　　考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

1,757,133
215

補　正　前
(196)

195,475 775,869

496,530 1,467,874 289,259補　正　後
(196)

195,475 775,869

1,757,209
215

比　　　較
(0)

0 0

496,606 1,467,950 289,259

△ 76
0

職 員 手 当 の

内　　　　　　訳

区　　分 超過勤務手当

△ 76 △ 76 0

補　正　前 44,529

補　正　後 44,453

備　　考
給　　料 職員手当 計

比　　　較 △ 76

736,415 451,590

区　　分
職員数
（人）

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共　済　費 合　　計

250,119 1,438,200
198

198

補　正　前
(3)

736,415 451,666 1,188,081

1,188,005 250,119 1,438,124補　正　後
(3)

0

職 員 手 当 の

内　　　　　　訳

区　　分 超過勤務手当

補　正　後

△ 76 0 △ 76比　　　較
(0)

0 △ 76

比　　　較 △ 76

44,254

補　正　前 44,330

△ 76

区　分 増　減　額 増減額の増減事由別内訳 説　　　　　明 備　　　　　　考

職員手当 △ 76 3 △ 76
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当　該　年　度　中　増　減　見　込　み
前 々 年 度 末 前 年 度 末

現 在 高 現 在 高

１ 普　　　通　　　債 2,686,180 2,621,715

（１） 総 務 債 361,140 429,260

（２） 民 生 債 626,283 574,534

（３） 衛 生 債 344,836 307,179

（４） 農 林 水 産 業 債 0 0

（５） 土 木 債 975,479 907,671

（６） 消 防 債 89,733 84,820

（７） 教 育 債 288,709 318,251

２ そ　　　の　　　他 5,602,924 5,218,615

（１） 減 税 補 て ん 債 40,910 26,070

（２） 減 収 補 て ん 債 33,633 29,972

（３） 臨 時 財 政 対 策 債 5,528,381 5,162,573

合　　　　　　計 8,289,104 7,840,330

地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

区　　　　　　分
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（単位：千円）

当　該　年　度　中　増　減　見　込　み
当 該 年 度 末

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 元 金
現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 償 還 見 込 額

550,600 289,368 2,882,947

52,700 37,222 444,738

0 58,862 515,672

135,700 37,402 405,477

34,700 0 34,700

223,600 110,811 1,020,460

0 4,925 79,895

103,900 40,146 382,005

63,414 519,024 4,763,005

0 11,451 14,619

0 3,664 26,308

63,414 503,909 4,722,078

614,014 808,392 7,645,952

前 年 度 末 現 在 高 並 び に

見 込 み に 関 す る 調 書
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（　附　　予　算　説　明　書　）

令　和　５　年　度

宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）





－33－ 

令和５年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 令和５年度宮代町の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０５３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３，４２４，８８０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２９日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井  康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





令　和　５　年　度

宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に関する説明書 





























令　和　５　年　度

宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）

（　附　　予　算　説　明　書　）





－47－ 

令和５年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 令和５年度宮代町の介護保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，４２５，５９３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２９日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井  康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





令　和　５　年　度

宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）に関する説明書 

























令　和　５　年　度

宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

（　附　　予　算　説　明　書　）





－59－ 

令和５年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 令和５年度宮代町の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，２４３千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６４８，８３０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２９日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井  康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に関する説明書 

令　和　５　年　度


















